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味の素グループの概要＞事業領域
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31

味の素グループの概要＞事業展開国
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海外売上比率が60％以上（2024年度） 原材料の取引金額ベースの構成比（2023年度）

世界中で
原材料を調達

味の素グループの概要＞地域別の売上と原料調達比率

【東南アジアにおける展開国】
インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー
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味の素グループの概要＞東南アジアにおける商品展開（一部抜粋）

コーヒー飲料、即席めん、冷凍食品、マヨネーズ、粉末調味料など
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ビジネスと人権＞海外で考慮する項目と主なESG関連リスク

企業が考慮する代表的な項目

法規制･許認可

衛生･品質管理

持続可能なサプライチェーン

販売/ブランド戦略

人材確保･労務管理

税務･会計

知的財産･営業秘密

文化･慣習･宗教

児童労働・強制労働

GHG（温室効果ガス）排出

森林破壊や生物多様性喪失

廃棄物管理の不徹底

ESG関連法令・規制 未対応

不適切な労働慣行

地域社会への悪影響

主なサプライチェーン上のESG関連リスク

不正防止



ビジネスと人権＞注視すべきステークホルダーと人権侵害事例

農業労働者・農園労働者
＞児童労働・強制労働、低賃金、過酷な労働条件

水産業労働者（漁業・養殖業）
＞強制労働、人身取引、長時間労働、危険な作業環境

工場労働者（食品加工・製造）
＞安全衛生面の問題、長時間労働、賃金未払い、差別的待遇

移民労働者・外国人労働者
＞法的保護が弱く、搾取や人身取引、賃金未払い、不適切な雇用（借金等）

女性労働者
＞性別による差別、ハラスメント、賃金格差などの問題

児童（子ども）
＞児童労働→労働の最低年齢は原則15歳以上。危険労働は18歳以上

先住民・地域コミュニティ
＞土地権利の侵害、環境破壊による生活･生計･健康への影響
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ビジネスと人権＞人権侵害が引き起こす事業継続リスク

想定される主なリスク

評判・信用(レピュテーション)の毀損

売上･費用･株価（財務上）への悪影響

従業員の士気低下･人材流出

取引･調達（サプライチェーン）不安定･途絶

法令･規制（罰金･社名公表等）面での罰則

国際基準では企業の人権尊重責任はサプライチェーン全体におよぶ



（参考）負の影響データ

＜参考：日本の事例＞
・令和６年における外国人技能実習生の失踪者数は6,510人。
・令和６年に、技能実習生を使用しており、労働基準関係法令違反が疑われる11,355事業場
に対して監督指導を実施したところ、その73.2％の事業場で同法令違反が発生していた。

出典：出入国管理庁、厚生労働省 資料（2024）
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出典



Copyright(C)AJINOMOTO CO., INC. All rights reserved. 11

（参考）人権侵害に当たる行為や企業の人権尊重責任を詳しく解説

農林水産省『食品企業向け人権尊重の取組のための手引き』（2023）

農林水産省『食品企業向け人権尊重の取組のための手引き（参考資料編）』（2023）

リンク先：食品企業向け人権尊重の取組のための手引き：農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/kokusaihan/jinkentebiki.html
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ビジネスと人権＞深刻な人権リスクが指摘される産品（抜粋）

国際機関により強制労働や児童労働が指摘されている産品の例

児童労働が指摘されている産品の例 強制労働が指摘されている産品の例

農産物

カカオ、珈琲、紅茶、ヒマワリ、花、パーム油、スパイス

（クローブ、バニラ）、小麦、米、とうもろこし、バナナ、

メロン、柑橘系フルーツ、ブルーベリー、葡萄、キャッサ

バ、ジャガイモ、カシューナッツ、ヘーゼルナッツ、ブラジル

ナッツ、栗、豆、オリーブ、サトウキビ、嗜好品（タバコ、

ケシ、カート）、キャベツ、きゅうり、タマネギ、トマト、ニン

ジン、ブロッコリー、レタス

珈琲、紅茶、パーム油、バナナ、イチゴ、柑橘系フルー

ツ、ブラジルナッツ、サトウキビ、タバコ、トマト、米、とうも

ろこし、胡椒

畜産物・魚介

エビ、魚、牛、豚、鶏、羊、山羊 エビ、魚、貝、牛、羊、山羊

（出典）経済産業省「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料（別添1）参考資料」
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法令遵守＋国際基準に基づく企業の人権尊重責任

味の素グループポリシー＞人権ポリシー、サプライヤー取引ポリシーほか

人権デュー・ディリジェンス

サプライチェーン 社内（グループ内）

網羅性 深堀性

苦情受付･救済

全ての直接取引先

味の素G＞サプライチェーンにおける人権課題への備え

間接取引先

特に重要･高リスクの対象
（直接取引の有無に関係なく点検）

目指す状態⇒

多様な価値観･

人権の尊重

必須取組 発展取組
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味の素G＞サプライチェーンの人権デュー・ディリジェンス推進

対象国の関連
国内法令確認

国連人権理事会
（UNHRC）による
定期評価を確認

主要人権条約の
批准状況確認

米国報告書、NGO等
の報告ニュース記事

など収集

対象国の現地法
と国際基準の
乖離を把握

対象国の最低賃金
を把握

対象国に特有の
人権課題を把握

人権影響評価

対象サプライチェーンをたど
り、ステークホルダーとの対
話を通じて人権リスクを確認

人権専門家であるNGPや
NPOが同行し評価実施

負の影響の特定 負の影響の評価評価に向けた情報収集

ステークホルダーの
探索と訪問対話
アポイント

情報把握と準備

情報公開･予防

国別人権リスク評価

外部リサーチ結果を元に
人権専門家（NPO)との対話
を通じて、味の素グループの
バリューチェーン全体を見渡
し、人権リスクを分析。人権
影響評価をおこなう高リスク
対象を決め、国と原料の取組
み優先順位をつけていく

概ね4年に1度実施
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味の素G＞国別人権リスク評価

※評価対象としたリスク；児童労働、適正賃金、適正な労働時間、差別、

結社の自由、現代奴隷、労働安全衛生、土地争奪

味の素グループのバリューチェーン全体を見渡し、人権リスクを分析。優先順位をつけていく

東南アジアの対象国
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味の素G＞人権影響評価

W/ The Global Alliance for Sustainable Supply Chain（ASSC)

対象サプライチェーンをたどり、ステークホルダーとの対話を通じて人権リスクを確認

東南アジアの取組
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味の素G＞人権影響評価報告書

第三者専門家（NGP･NPO)による報告書をホームページ上で開示
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インドネシア味の素社の事例（2023年）＞人権影響評価

W/ Caux Round Table Japan（CRT)

・本社の方針に沿って、インドネシア味の素が共同で実施
・サトウキビ農家、労働者との間で初めて直接対話
・人権尊重を重視する味の素グループの方針について説明
・対話を通じて、現地の人権リスクを把握
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インドネシア・サトウキビ

インドネシア味の素社の事例（2023年）＞人権影響評価

【対話を通じて把握されたリスク構造】

繫忙期の長時間労働、苦情通報窓口の非設置、適切な保護具の未着用、口頭での雇用契約
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インドネシア味の素社の事例（2023年）＞人権影響評価

〈予防･是正を目的としたフォローアップ〉

人権影響評価から約4か月後に、同社は人
権尊重に関する期待を綴った手紙を持参し、
サプライチェーン上の関係者と人権課題に
関する対話を実施。



Copyright(C)AJINOMOTO CO., INC. All rights reserved. 21

味の素G＞人権影響評価 実績

【定期的な人権影響評価の実施】

訪問先の地域では、歴史･文化･慣習に根ざした“リスクを内包した仕組み”が定着している場面が散見された。
対面での対話を通じて、サプライヤーや委託先を含むライツホルダー、特に脆弱な立場にある労働者に関する人
権リスクを把握し、労働や生活の実態を確認することの重要性を改めて認識。
今後も、継続的な取り組みを通じて人権ポリシーの周知や人権尊重の意識向上を図り、課題を共有できる仲間を
増やすことで、人権リスクの軽減を目指していく。

東南アジアの取組



22


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22

